
                                     

 ジョブコーチによる支援は、障害のある方ご本人やご家族に“仕

事や職場に慣れる方法”の助言や定期的に面談を行うほか、企業に

は、作業環境についてや障害の特性を踏まえた“雇用管理の方法”に

ついて提案や相談をしながら長く働き続けられるようにサポートを

しています。平成２７年から平成２８年にジョブコーチ支援を開始し

た方の８３％は現在も継続して仕事をすることができています。 

海匝圏域では就労移行支援事業所に所属する４名のジョブコーチ

が活動をしていて、地域の企業へ訪問して支援を行っています。支援

にあたっては関係機関や就業センターと連携して地域で安心して働

き続けられるよう支援をしています。ジョブコーチ支援の活用につい

ては、障害者就業・生活支援センターへお問い合わせください。 

  

                                                                      

 「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）」によって、一定規模以上

の事業主は、障害者を一定割合以上雇用することになっています。平成３０年４月１日

から障害者の法定雇用率が以下のように見直されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎ 詳しくは、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワークのホームページをご参照ください。また、障害者の雇用に 

向けたご相談はハローワークや障害者就業・生活支援センターへお願いします。  
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 平成２９年１０月１日から千葉県最低賃金が時間額８６８円に改正

されます。（従来の８４２円から２６円引上げ） 

最低賃金についての相談や詳しい内容については、千葉労働局労働基

準部賃金室または、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。 

千葉県最低賃金が改正されます 

ジョブコーチ支援 ～職場で安心して働き続ける～ 

千葉障害者職業センターのパンフレットより。

インターネットからも見ることができます。 

http://www.jeed.or.jp/location/chiiki/ 
chiba/12_chiba_service1.html 

平成３０年４月１日から 障害者の法定雇用率が引き上げになります 

障がい者と雇用

   障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が 
「従業員５０人以上」から「従業員４５．５人以上」に変わります 

東総就業センター ニュースレター

第２９号 平成２９年９月発行 

留意点 

① 

    平成３３年４月までには、さらに０．１％引き上げとなります 
留意点 

② 

右記の２点につ

いてもあわせて 

ご留意ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

銚子市立病院を会場に平成２９年度企業見学会を開催

し２９名が出席しました。銚子市立病院での障害者雇用の

取り組みについての発表や実際に障害のある方が働く現

場を見学させていただきました。見学後の意見交換では

『その人に合った業務のマッチングについて』や『精神障

害のある方の雇用の進め方について』意見がありました。 
 

Ｍａｄｏ－ｋａ（まどか、旧・ちば醤油旭工場跡）を

会場に、ご家族の交流や日常生活の悩みを話せる場、

つながることができる場としてご活用いただけます。 

 ［次回開催］ 平成２９年１１月１１日（土） 
        午前１０：００～１１：３０ 
 ［開催場所］ Ｍａｄｏ－ｋａ（海匝ネットワーク） 
 ［参 加 費］ 無料 

茶話会 開催のご案内 

銚子市立病院で企業見学会を６月３０日に開催 

 

                

香取市の富士屋ホテル別館・開花亭で８月２１日に

開催しました。『子どもたちの生きる力を育てるために

地域でできること～就労支援を通じて考えよう～』と

いうテーマで植草学園大学准教授の菊地一文先生の講

演やシンポジウムを行いました。各機関の取り組みや

課題、求められる支援について意見交換を行いました。 

平成２９年度 第１回地域意見交換会 

 

                

海匝・香取圏域の就業支援者のスキルアップを目的に

毎年開催している就業支援者養成セミナーを８月３１日

に銚子市青少年文化会館で開催しました。今回のセミナ

ーでは、千葉リハビリテーションセンター高次脳機能障

害支援センターの小菅様と千葉リハビリテーションセン

ター更生園の中島様を講師にお招きし、高次脳機能障害

の基本的な知識と就労支援の技術について学びました。 

「高次脳機能障害」をテーマに就業支援者養成セミナーを開催 

８月２６日～２７日の１泊２日で横芝光町の貸別荘バー

ネットビレッジに宿泊しました。今回のキャンプでは実行委

員のメンバーが中心となり、キャンプの目的を決め、グルー

プごとに自分たちで買い物をして料理コンテストを行った

り、非常食を体験して防災の意識を高めたりしました。 

キャンプに参加したメンバーは、余暇活動の充実、安定し

た職業生活へつなげられることと思います。 
 

のぞみ会 キャンプ 

企業で働いている方や一般企業への就職を目指し就労移行支援

事業所等へ通う障害のある方たちが、仲間づくり、余暇活動の

充実、生活スキルの向上を目的に約３０名が活動をしています。 

随時、見学や会員の募集をしていますので、興味のある方は事

務局までご連絡ください。 

＜活 動＞ 毎月１回程度（土曜日を中心に活動を行います） 

＜活動費＞ 月１，０００円（年間１２，０００円） 

      その他、自己負担が必要な活動の時はその都度、 

参加費の案内があります。 

［問い合わせ先］ 

 のぞみ会事務局（障害者就業・生活支援センター 東総就業センター内） 

 電話番号 ０４７９－６０－０２１１ ＜担当＝丸山＞ 

のぞみ会 会員募集のお知らせ 

１１月３０日（木）に銚子市保健福祉センター

「すこやかなまなびの城」で開催する予定です。 

詳しい内容等は別途ご案内を送付致します。 

多くのご参加をお待ちしています。 

平成２９年度 第２回地域意見交換会のご案内 

企業や学校関係、就労支援を行って
いる担当者など６５名の方が参加  

ジョブコーチ支援を活用し 
現在も活躍している２名を紹介  


